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高島地域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会規約 

新旧対照表 

旧 新 

 

第１～９条 略 

 

（附則） 

第１０条 本規約は、平成３０年６月４日から施行する。 

 

（附則） 

     【追加】 

     本規約の改正は、平成 31 年３月 18 日から施行する。 

     本規約の改正は、令和２年７月 20 日から施行する。 

     本規約の改正は、令和３年６月７日から施行する。 

     本規約の改正は、令和４年６月６日から施行する。 

     本規約の改正は、令和５年６月 12 日から施行する。 

     本規約の改正は、令和６年６月３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

第１～９条 略 

 

【削除】 

 

 

（附則） 

     本規約は、平成３０年６月４日から施行する。 

     本規約の改正は、平成 31 年３月 18 日から施行する。 

     本規約の改正は、令和２年７月 20 日から施行する。 

     本規約の改正は、令和３年６月７日から施行する。 

     本規約の改正は、令和４年６月６日から施行する。 

     本規約の改正は、令和５年６月 12 日から施行する。 

     本規約の改正は、令和６年６月３日から施行する。 

     本規約の改正は、令和８年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

資料１－２ 
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旧 新 

  

 


